
  

地域ごとの資源回収曜日 

 

 

アンモニア 

中身・汚れが付いていない 

ものを分別してください。 

→詳しくは、 

次ページをご覧ください。 

 

 

化学肥料の原料など 
に利用される。 

 や 

 

A1 水で軽くすすぐか、古布等で拭ってください。「プラスチック」として出すことができる 

目安は次のとおりです。 

 

目安に当てはまらないものや中身が出しにくいものは「燃やすごみ」で出してください。 

A２  台東区では、すべてがプラスチック製のものを 「プラスチック」 として回収します。 

プラスチック以外のものが含まれているものは、「燃やすごみ」 または 「燃やさない 
ごみ」 、一番長い部分が 30㎝を超えるものは 「粗大ごみ」 としてお出しください。 

A３  簡単にはがせるものは、はがして出してください。 

    はがしにくいものは、貼ったまま「プラスチック」に出してください。 

A４  「プラスチック」を資源化することで、温室効果ガスの排出削減等をはじめとした地球 

環境への負担軽減を図ることができます。循環型社会の実現を目指すためにプラス 

チック分別回収へのご協力をお願いします。 



プラスチックは 
まとめて１つのごみ袋や 
レジ袋に入れてください。 

 

 

 

 

 

品目ごとに分けて出す 

必要はありません。 

ごみストッカー 
ごみ保管庫の 

外に出してください。 
 

 

 

 

 

ごみストッカーやごみ庫を 

開けて回収はいたしません 

資源集積所からは 
回収しません。 

 
 

 

 

プラスチックは燃やすごみ・燃やさない

ごみと同じ場所に出してください。 

回収に一度に出せる量は

４５ℓ袋３つまでです。 
 
 
 
 
 
 

4つ目以降は有料です。 

事業活動にともなって出た分については、

必ず有料ごみ処理券を貼って 
出してください。 

 
 
 
 
 
 

 

 プラスチックの一例を紹介します 

出し方のポイント 

 

大きなものや長いものは３０ｃｍ
以内に切断して出してください 

回収後に行う分別作業の
妨げになり、適正な資源
化が難しくなります。 

びん  缶   

 

※事業活動に伴って発生するごみや資源は、排出
する事業者が自らの責任で処理することが、法律
で定められています。排出量が少量の場合、区の
回収で出すことができます。 

や買ったお店 

薬味や調味料などの 

チューブ容器 


